
 

令和４年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第２期】」 

における都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会 

次第 

 

日  時：令和４年 11月１日（火）10：00～12：00 

開催方法： Web 開催（ZOOM による Live 配信） 

 

司会：日本薬剤師会 常務理事 橋場 元 

 

１．開会挨拶【10:00～10:05】 

日本薬剤師会 副会長 田尻 泰典 

 

 

２．令和４年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第２  

期】」の目的と事業の全体像について【10:05～10:40分】 

日本薬剤師会 常務理事 長津 雅則 

  

 

３．モデル事業３テーマ分野の現状と課題、事業計画のポイント等【10:40～11:35】 

① 薬物療法を受けている小児患者（医療的ケア児等） 

② 妊産婦等の適切な服薬管理・女性の健康支援 

③ 薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携、薬薬連携） 

日本薬剤師会 常務理事 長津 雅則 

日本薬剤師会 理  事 川名三知代 

日本薬剤師会 理  事 村杉 紀明  

ほか 

 

４．質疑応答【11：35～11：55】 

 

５．閉会挨拶【12：00】 

 

※進行時間は目安です。 



※敬称略

番号 都道府県 氏　　名 役 　職　 副会長 田尻　泰典

01 北海道 野田　敏宏 副会長 常務理事 長津　雅則

02 青　森 柿本　拓二 常務理事 常務理事 豊見　敦

03 岩  手 八巻　貴信 副会長 常務理事 橋場　元

04 宮  城 轡　基治 副会長 常務理事 高松　登

05 秋  田 安田　哲弘 専務理事 理事 川名　三知代

06 山  形 星　利佳 常務理事 理事 堀越　博一

07 福  島 川越　健司 職能・生涯教育委員会 副委員長 理事 村杉　紀明

08 茨  城 草野　朋子 副会長 理事 田中　千尋

09 栃  木 塩野入　洋 理事 理事 井深　宏和

10 群  馬 高野　由博 常務理事 理事 亀山　貴康

11 埼  玉 齋藤　修一 常務理事

12 千  葉 島田　恭光 副会長

13 東　京 宮川  昌和 常務理事 委員長 小田　真稔

14 神奈川 塚本　久美 常務理事 副委員長 髙田　弘子

15 新  潟 宮川　哲也 常務理事 委員 阿部　忍

16 富  山 奥田　武詩 理事 委員 齋藤　哲也

17 石  川 藤原　秀範 副会長 委員 根本　陽充

18 福  井 森中　裕信 副会長 委員 佐藤　克哉

19 山  梨 樫村　伸成 常務理事 委員 大西　延明

20 長  野 石塚　豊 専務理事 委員 寺井　竜平

21 岐  阜 丹羽　智子 常務理事 委員 庄野　由桂

22 静  岡 安達　士郎 常務理事

23 愛　知 大島　秀康 常務理事

24 三  重 髙井　靖 常務理事

25 滋  賀 永井　智宏 副会長

26 京  都 中林　保 常務理事

27 大  阪 伊藤　憲一郎 副会長

28 兵  庫 三島　光一郎 副会長

29 奈  良 新田　朋弘 副会長

30 和歌山 坂東　幹彦 常務理事

31 鳥  取 門脇　正明 理事

32 島  根 直良　浩司 副会長

33 岡  山 高木　紀彦 副会長

34 広　島 中川　潤子 副会長

35 山  口 吉田　力久 会長

36 徳  島 岩下　佳代 常務理事

37 香  川 代田　英覚 常務理事

38 愛  媛 縄田　幸裕 専務理事

39 高  知 西森　郷子 常務理事

40 福  岡 濱　寛 常務理事

41 佐  賀 江頭　義満 理 事

42 長　崎 中村　美喜子 副会長

43 熊  本 久保田　忍 常務理事／地域医療委員会委員長

44 大  分 神田　秀一郎 薬学生涯教育委員会 委員長

45 宮  崎 黒木　武 常務理事

46 鹿児島 小田原　一弘 会長

47 沖  縄 西川　裕 常務理事

薬局機能検討委員会

令和４年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第２期】」における
都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会

場　所：日本薬剤師会より全国にweb配信

日　時：令和４年11月1日（火）10：00～12：00

日本薬剤師会都道府県薬剤師会



令和４年度
薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかり
つけ機能強化事業【第２期】について

日本薬剤師会
（令和4年11月1日 都道府県薬剤師会説明用資料）

1. 事業の全体像について

2. 事業を巡る背景

3. 事業2：都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）
について
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事業の全体像について

2



これまでの取組

3



これまでの「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業」について

①薬剤師に対する研修（実施体制・研修内容）の充実
②地域におけるチーム医療・薬薬連携の推進
を柱として事業を実施してきた。

平成29年度 厚労省「薬剤師生涯教育推進事業」実施法人として事業を実施

平成30年度～令和3年度
厚労省「薬剤師生涯教育推進事業」実施法人として、29年度事業成果を土台に、日薬として
「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業」と冠し、事業を実施

日本薬剤師会

・研修方針の策定（「研修シラバス」を作成・公表）
・都道府県薬剤師会における研修実施のための指導者研修会（次世代薬剤師
指導者研修会）実施

都道府県薬剤師会

・研修の実施（自県の研修計画に組み入れて実施）

薬剤師に関わ
る他団体・学
会等において
も活用

公表

薬剤師のかかりつけ機能の強化、専門性の向上

県薬における研修の提供体制として、研修シラバスに基づく自県研修計画の立案と実行（熊本県薬、滋賀県薬）、指導者研修会の内容
を踏まえた自県版研修会の地域薬剤師会における開催（北海道薬）等の好事例も報告されている。［令和3年度事業］

事業全体構想
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年度 日薬「次世代薬剤師指導者研修会」研修テーマ 研修シラバス

H29 ・災害時における医療提供体制と薬剤師の役割・活動
・病院や地域におけるチーム医療に必要とされる医療薬学的知
識・技術（臨床検査値を活用した薬学的管理、ポリファーマシー
対策）

H30 ・AMR（薬剤耐性）対策
・薬学的視点による疾病管理と患者アプローチ（ＥＢＭ等）
・エビデンス化の手法（研究計画の立案、計画書の作成）

研修シラバス作成

R1 ・性と避妊
・患者情報の継続的な把握と薬学的知見に基づく指導（糖尿病、
がんを題材）

R2 ・成育医療と薬剤師
・セルフメディケーションと薬剤師
・医療機関と薬局の連携

研修シラバス改訂

R3 ・薬剤師をとりまく医療DX
・新型コロナウイルス感染症拡大防止等に資する薬剤師の役割
・医療機関と薬局の切れ目のない服薬フォローアップ（心不全を
題材）

研修シラバス改訂

【参考】薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業
平成29～令和3年度事業内容
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これまでの取組を踏まえた課題
及び

課題を踏まえた今後の事業展開
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これまでの当事業を踏まえた課題と対応の方向性

⚫ 研修シラバスの基本的な考え方として、地域医療の担い手が自ら地域の実態に応じて研修を計画・実
施すること、薬剤師自身の視点で疾病特性に基づく薬学的管理・指導の方法を探る学修を自ら進めて
いくことを重視しており、そのための指標として研修シラバスを作成している。地域における研修は、
地域における課題への対応や、地域の医薬品提供体制の整備など、地域的な課題と基本的に連動して
おり、地域医療の担い手である薬剤師への研修については都道府県薬剤師会、地域薬剤師会が各々の
活動方針や事業計画を踏まえて企画・実施することに大きな意義がある。

⚫ その一方で、近年の薬剤師を取り巻く状況の急速な変化に伴い、薬剤師に求められる役割や資質、習
得すべき知識や技能の拡充が求められている。また新型コロナウイルス感染症への対応等、薬剤師会
が行うべき事業も増加しており、都道府県薬剤師会等によっては、研修の企画・運営のためのリソー
スが不足しているとの声も仄聞するところである。

⚫ 大きな時代の変化の中、薬局・薬剤師が対応すべき課題も多くある現状において、その課題に対応す
るためにも、もとより薬剤師の生涯研鑽、資質向上のために、都道府県薬剤師会等が円滑に研修を提
供できるよう、また、時機をとらえた質の高い研修が全国的に提供されるよう、日本薬剤師会と都道
府県薬剤師会等が連携し、薬剤師への研修の提供体制を構築していく必要がある。

課題① 研修の全国的な実施体制の検討・構築

課題② 薬剤師の資質向上と地域の医薬品提供体制の構築

⚫ 都道府県薬剤師会・地域薬剤師会においては、研修の提供とあわせて、薬剤師が身につけた能力を地
域の医療の質の向上に資するべく、他職種や他施設、様々な行政の部門（医療や介護にとどまらず、
保健、福祉等も含む）との連携体制の構築など、医療提供体制、医薬品提供体制の整備に係る取組を
行っていくことが肝要である。

課題③ 生涯学習のさらなる推進

⚫ 研修の充実、生涯学習の推進、また関係団体・学会等による研修や認定制度等がそれぞれに有効に機
能し、薬剤師の資質向上を図っていくことが肝要である。

（R3年度事業報告書より）
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課題① 研修の全国的な実施体制の検討・構築

課題② 薬剤師の資質向上と地域の医薬品提供体制の構築

課題③ 生涯学習のさらなる推進

これまでの当事業を踏まえた課題と対応の方向性

薬剤師会としての研修実施体制のさらなる充実

・共通的な研修教材の作成・都道府県薬剤師会への提供
（⇒都道府県薬剤師会における活用）

地域に即した医薬品提供体制（地域の他職種、他施設・機関との連携体制）
の構築及びそれに繋がる薬剤師の資質向上

・各地域における薬剤師の資質向上（研修）
・地域における、医療機関や関係行政・団体等との連携体制の構築
・事業の全国展開（報告会等）

薬剤師会全体として引き続き推進

【第2期】
の柱①

【第2期】
の柱②
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【事業１】研修の全国的な実施体制の検討・構築

日薬・県薬としての研修実施体制の整備

これまでの「薬局ビジョン実現のための薬剤師のかかりつけ機能強化事業」で取り組んできた
①研修シラバス
②次世代薬剤師指導者研修会の研修内容・成果

を活用し、生涯教育における重要分野における日薬・県薬としての研修実施体制を整備（共通的な研
修教材の作成・都道府県薬剤師会への提供等）

【事業２】薬剤師の資質向上と地域の医薬品提供体制の構築

地域における薬剤師の資質向上、医薬品提供体制の整備

令和4年度薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】

事業内容（11/1時点）

各地域における薬剤師の資質向上（研修）、医療機関や関係行政・団体等との連携体制の構築、事業
成果の把握（評価指標の設定等）・広報等
3テーマ各5地域目途にモデル事業を実施
① 薬物療法を受けている小児患者（医療的ケア児等）
② 妊産婦等の適切な服薬管理・女性の健康支援
③ 薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携、薬薬連携）

研修の全国的な実施体制の検討・構築

薬剤師の資質向上と地域の医薬品提供体制の構築

薬剤師のかかりつけ機能の強化、専門性の向上

地域の他職種・機関と連携した医薬品提供体制

地域住民・地域社会に対する薬剤師サービス《医薬品提供体制》のさらなる向上

事業内容 事業成果

R5年度初頭
モデル事業報告会

（全国会議）
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厚生労働省における取組

（厚労省の枠組みを活用し、厚労省施策と連携した
本会事業の実施）
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令和４年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について

１．目的

医療技術の高度化・専門分化が進展し、一方で少子高

齢化に伴い人口構造が変化する中、より良い医療を患者

に提供していくためには、薬剤師の機能強化・専門性向

上に資するために必要な知識及び技能を習得させる等の

生涯教育が重要である。

本事業では、継続的な生涯教育に活用可能な研修資材

等を作成することにより、更なる薬剤師の機能強化・専

門性向上を図ること、及び地域における専門性の高い薬

剤師の育成及び薬局と医療機関等との連携体制構築に向

けた取組を通して、患者等を支える地域の医療提供体制

の確保につなげることを目的とする。

事業①

事業②

（実施要綱より）
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２．事業内容

（１）生涯教育の継続的な実施体制の整備

生涯教育における重要分野（医療計画に規定されている５疾病（がん、

脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患 ）等）及び 感染症（ AMR 対策

を含む ）について、全国での継続的な生涯教育に活用可能な、研修プログ

ラム、研修資材、研修マニュアル等を作成すること 。

また、作成した研修資材等を用いて研修を実施するとともに、当該資材

等の評価・改善を行い、 e leaning コンテンツを作成するなど、広く活用

できるように整備を行うこと 。

・日薬にて、共通的な研修教材の作成
・都道府県薬剤師会への提供

（⇒都道府県薬剤師会における活用）
事業①

事業①は、事業②とは別の事業と
して実施。
別途、日薬からアナウンス予定
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２．事業内容

（２）専門性の高い薬剤師の養成及び薬局と医療機関等との連携体制構築

(i) 薬物療法を受けている小児患者に対し、高い専門性に基づく特殊な調

剤や薬学的管理を実施し、入退院時及び在宅医療等において地域の医療機

関等と薬学管理情報の共有を効果的に行うための取組

(ii) 妊産婦等における適切な服薬管理や女性の健康を支援できるよう、医

薬品等に係る相談体制を充実させ、医薬品等の適正使用を推進するための

取組

(iii) 薬物療法に関わる医療機関、薬局等の関係者による患者の服薬状況等

の情報の共有・連携により、安全で有効な薬物療法を切れ目なく継続的に

提供するための取組

上記3テーマについて、都道府県薬剤師会を
主体のモデル事業として実施

※1テーマ5県薬目途

事業②

今日の説明会の主題
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モデル事業について

⚫ 都道府県薬剤師会において、地域の実情に応じた事業内容を企画・実
施

テーマ（ⅰ）：昨年度の同趣旨事業の成果等を参考とすることも可能
テーマ（ⅱ）：厚生労働科学研究の成果等を参考とすることも可能
テーマ（ⅲ）：これまでの当事業における取組を踏まえて検討

⚫ 地域体制構築が目的のため、事業対象地域を絞るなどの工夫も
（実施主体は都道府県薬剤師会とする）

⚫ 薬剤師の資質向上と、地域の医療体制（福祉や介護等も含む）と連携
した薬局体制の整備が目的（情報連携、連携体への参加等）

日本薬剤師会にてとりまとめて厚労省への応募・報告／成果の情報発信

※成果の情報発信は都道府県薬剤師会、日本薬剤師会それぞれで行う 14



薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】
令和4年度

スケジュール（予定）

2022年9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月

全体 事業企画
応募

採択予定
（末頃）

報告書

事業1
関連学会
への協力
依頼

研修資材
作成

研修資材
完成

研修会実
施(アン
ケート)

資材の評
価・改善

e-ラーニ
ング作成

事業2
県薬へモデ
ル事業募
集・説明会

モデル事業
実施

モデル事業
実施

モデル事業
実施

モデル事業
報告書
まとめ

（詳細な進行管理表は別途作成）

R5年度初頭
モデル事業報告会

（全国会議）

全国での取組拡大
15



田尻 泰典 （副会長 薬局機能検討委員会）
長津 雅則 （常務理事 薬局機能検討委員会）

事業１

渡邊 大記（副会長 薬事関連情報評価／生涯
学習）
橋場 元（常務理事 薬事関連情報評価）
髙松 登（常務理事 生涯学習）

事業２

田尻 泰典 （副会長 薬局機能検討委員会）
長津 雅則 （常務理事 薬局機能検討委員会）

事業設計、
応募書・報告書のとりまとめ等

＜事務局＞
医薬情報管理部
学術業務課

予算・経費管理
経理事務

荻野 構一（常務理事）
会計・厚生課

全体統括

薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】令和4年度

実施体制図

＜事務局＞
医薬・保険課

＜事務局＞
医薬・保険課

各事業の予算・経費管理は各担当にて行い、会計課と連携して事業遂行

事業内容に応じ、有識者、県薬、他の委員会等からの参画を求めつつ進める

16



～事業を巡る背景～

今後薬剤師・薬剤師会が
取り組むべき事項

17
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令和４年４月19日第４回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ資料２－１より

21



令和４年４月19日第４回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ資料２－１より
22



■対人業務に必要なスキル習得

⚫ 対人業務の実施に当たっては、患者の状態の把握やそれに応じた様々な対応が
求められることとなる。新しい医薬品が次々に承認される中で、薬物療法の専
門家として医薬品の情報を総合的に把握した上で、添付文書のみならず、ガイ
ドライン等に示された使用方法との比較や、患者にとって問題のない薬剤であ
るかという点についても確認することが重要である。このように、日進月歩の
薬学的知識の習得等を継続的に行っていく必要がある。

⚫ また、患者、家族、他の医療従事者等への説明や提案等を行う上で、コミュニ
ケーションスキルを高めていく必要がある。

⚫ 薬局薬剤師が薬局内又は地域レベルで日々のスキルアップを行うための方策と
して、勉強会や症例検討会等の開催・参加が有用である。このため、①薬局内
又は薬局間レベル、②医師、病院薬剤師等と連携した地域レベルでの症例検討
会等が定期的に実施されるよう、厚生労働省は、地域の薬剤師会等が中心とな
り、地域の基幹病院等と連携するための対策を検討する必要がある。

⚫ また、他職種と連携していく上では、まずは他職種に薬剤師の専門性や担うべ
き役割が理解されることが重要である。その上で、前述の症例検討会等を通じ
て他職種との信頼関係を構築するとともに、他職種との相互理解の上に立った、
より深いコミュニケーションスキルを養っていく必要がある。

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～

（本文より抜粋）
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■他職種との連携

⚫ 地域への医療の提供に薬局がより一層関わっていくためには、日頃より勉強会
や研修会等を通じて医療機関や他の薬局と信頼関係を構築し、課題解決のため
の機会を継続的に設けることが有用である。

⚫ 特に、在宅医療への対応においては、在宅医、訪問看護師、介護職員、介護支
援専門員等との日常的な連携が必須であり、さらに患者の入退院時には、入院
先の医療機関の医師、薬剤師、看護師等との情報共有も必要である。

⚫ 現在、半数近くの薬局が在宅対応を行っていると考えられ、増加傾向にある。
その一方で、退院時カンファレンスやサービス担当者会議に薬局が十分に参加
できていないとの指摘がある。

⚫ この原因として、例えば、退院時カンファレンスについては、開催の連絡が薬
局に届いていない場合があること、小規模の薬局では参加する人的・時間的余
裕がないこと、入院前にかかりつけ薬剤師・薬局が決まっておらず退院時カン
ファレンス時に呼べないこと、などが挙げられる。

⚫ 他職種との連携に熱心な薬局とそうでない薬局の差があり、カンファレンス等
への参加が促進されるよう、薬局側での意識や取組の改革が必要である。

⚫ こうした状況を改善するには、病院の地域連携室等の他職種から薬局薬剤師に
適切に連絡が届くよう、地域の薬局も含む連絡体制等の構築を進めることや、
地域の薬剤師会等が病院の地域医療連携室等の職員に働きかけ、薬局との調整
を行うといった取組が有用である。

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～

（本文より抜粋）
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（他職種との連携 続き）

⚫ 厚生労働省の調査では、在宅業務を行う薬剤師への他職種からの要望としては、
どの薬局が在宅業務を実施しているかといった情報に加え、対応可能な在宅業
務に関する情報の提供を求める声が多かった。

⚫ 本ワーキンググループにおいても、携帯型ディスポーザブルＰＣＡ（Patient 
Controlled Analgesia, 自己調節鎮痛法）用ポンプ等の取扱いの有無等の情報発信
が必要であるとの意見があった。こうした要望への対応として、各薬局が対応
可能な在宅業務について、他の医療提供施設等に情報を発信する仕組みを構築
すべきである。

⚫ 具体的な対応方法としては、例えば以下のものが挙げられる。
・地域の薬剤師会が中心となり、情報の取りまとめや発信を行う
・厚生労働省が患者向けの情報を掲載する薬局機能情報提供制度に、他の医療提
供施設等向けの入力項目を追加する

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～

（本文より抜粋）
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■病院薬剤師との連携（薬薬連携）

⚫ 薬局薬剤師と病院薬剤師の情報連携を推進することで、入院時、退院時、外来
時の患者の状態の継続的な把握やポリファーマシー等の防止・解消、薬剤関連
デバイス・医療機器の利用状況の確認といった薬剤師サービスの質が高まる。

⚫ 情報連携の質を高めるため、地域の薬剤師会が中心となり、連携に必要な文書
の様式（例：薬剤管理サマリー、トレーシングレポートの様式等）を地域で定
めるとともに、当該運用について医師、看護師等に周知すべきである。

⚫ また、薬局薬剤師が病院で勤務することや病棟でのチーム医療研修に参加する
ことなど、相互理解を深めるための実務的な取組が有用である。

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～

（本文より抜粋）
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事業2：都道府県薬剤師会実施事業
（モデル事業）について

①3つのテーマを巡る状況・課題

27



２．事業内容

（２）専門性の高い薬剤師の養成及び薬局と医療機関等との連携体制構築

(i) 薬物療法を受けている小児患者に対し、高い専門性に基づく特殊な調

剤や薬学的管理を実施し、入退院時及び在宅医療等において地域の医療機

関等と薬学管理情報の共有を効果的に行うための取組

(ii) 妊産婦等における適切な服薬管理や女性の健康を支援できるよう、医

薬品等に係る相談体制を充実させ、医薬品等の適正使用を推進するための

取組

(iii) 薬物療法に関わる医療機関、薬局等の関係者による患者の服薬状況等

の情報の共有・連携により、安全で有効な薬物療法を切れ目なく継続的に

提供するための取組

上記3テーマについて、都道府県薬剤師会を
主体のモデル事業として実施

※1テーマ5県薬目途

事業②

再掲

28



小児医療、妊産婦
（成育）

29
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31



＜関係者の責務及び役割＞
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士そ
の他の医療関係者は、責務として、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提
供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦
の健康の保持及び増進に寄与するとともに、成育医療等を必要とする者の置かれ
ている状況を深く認識し、良質かつ適切な成育医療等を提供する必要がある。

Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
１ 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
（２）小児医療等の体制
・小児医療等における専門的な薬学管理に対応するため、医療機関・薬局の医療従
事者間の連携を推進する。

２ 成育過程にある者等に対する保健
（２）妊産婦等への保健施策
・医薬品に関する相談体制の充実など、妊産婦に対する医薬品の適正使用等を推進
する。
（５）生涯にわたる保健施策
・妊産婦等における適切な服薬管理や女性の健康を支援できるよう、薬剤師の研修
を行うとともに、健康サポート薬局における医薬品等に係る健康相談等を推進する。

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針
令和３年２月９日閣議決定（抜粋）
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小児医療-医療的ケア児
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他職種連携・医薬連携・薬薬連携

37

薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～

を参照

これまでの日薬・各都道府県薬の取組については、以下の通知もご参照ください。

• 20221027業281_令和3年度薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業の報
告書等の送付並びに事業成果を活用した研修の実施について（依頼）

• 20221027業282_都道府県薬剤師会薬薬連携取組状況資料集について



事業2：都道府県薬剤師会実施事業
（モデル事業）について

②モデル事業の内容

38



地域研修・連携体制構築の実施

本事業実施にあたっては、各地域において必要となる次の(i)及び(ii)にあ
るような内容を組み合わせて実施すること。

(i) 専門性の高い薬剤師の養成（薬局薬剤師の研修）
各地域において一定の役割を果たすために必要な薬局薬剤師を養成するた
め、必要な知識及び技能を習得させる研修プログラムを作成・実施するこ
と。

(ii) 地域の医療機関－薬局間における連携体制の構築
地域で必要とされる薬剤師の確保、入退院時及び在宅医療における医療機
関との薬学管理情報の共有、地域の医療施設との共同研修の実施等、患者
及びその家族の負担を軽減するための地域における薬局のあり方、医療機
関と地域の薬局間での連携体制を検討すること。なお、このような連携体
制構築に関わる薬局は、複数の薬局開設者による薬局を含むこと。

(iii) 地域研修の実施成果の把握
地域研修の実施にあたっては、あらかじめ評価指標を設定のうえ取組の成
果を把握し、地域研修実施前との比較により、患者や地域住民に対する効
果が示されるようにすること。

（厚労省実施要綱より）
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地域研修の成果の情報発信と、成果を活用した類似の取組の横展開

地域研修の実施内容・成果等について、以下のような方法で情報発信する
こと。情報発信の時期については令和５年度以降に行うことになっても差
し支えないが、その際は、実施予定の情報発信の内容を報告書に記載する
こと。
・自治体と連携したホームページへの掲載等による報告書の情報発信
・地域の薬剤師会等の研修会での発表、広報誌への掲載
・医学薬学等に関する学会における発表や学術論文の投稿

本事業の実施後、同様の課題を有している他の地域において、類似の取組
を実施し、地域の医療提供体制の確保を推進することができるように、本
事業の実施者である法人は、地域研修の実施内容・成果等を報告書として
まとめること。

また、他の都道府県等からの求めに応じて、本事業の成果・知見等を提供
すること。

事業実施県薬にて上記実施
+

日薬として、令和５年度初頭に報告会（全国会議）を検討中 40



◆意向表明のお願い（本日～２週間程度）
※本意向：11月21日（月）目途

◆計画の立案（計画書を日薬へ） ※月内～来月頭目途

◆1テーマ5県を基本

◆モデル事業の対象地域は地域薬単位であっても、モデル事
業の実施主体は都道府県薬剤師会

◆対象経費は厚労省の交付要綱（案）を参照
（県薬における支出も、この交付要綱に沿った会計処理をお願い）

今後の進め方

※追って県薬通知にてお示しします。
41



2022/11/2

1

令和4年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】」
における都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会

① 薬物療法を受けている小児患者（医療的ケア児等）

３．モデル事業３テーマ分野について、現状・課題等
（事業計画のポイント）

1

 成育基本法とは

 成育医療に関わる日本薬剤師会の取り組み
・医療的ケア児を中心に
・小児難病

内容

2



2022/11/2

2

成育医療の概念

厚生労働省子ども家庭局母子保健課「最近の母子保健行政の動向」を引用して改変

小児医療 周産期医療

母性医療
父性医療

3

厚生労働省子ども家庭局母子保健課「最近の母子保健行政の動向」より

成育基本法(略称)について(公布日:平成30年12月14日）

4
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3

成育医療等協議会での意見陳述(令和2年3月26日)

5

酸素の供給
気管切開

カニューレ

人工呼吸管理

栄養の供給
経管栄養(胃・腸) 中心静脈栄養

医療的ケア児

小児在宅医療≒医療的ケア児の在宅移行
6
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4

医療的ケア度≒超重症児の判定スコア(運動機能を除く)
人工呼吸器管理(10), 気管切開(8), 中心静脈栄養(10), 経管栄養(5)…

引用）川名三知代ら, 癌と化学療法, 45(Supplement I), 85-88 (2018).

医療的ケアが重く、療養期間が⾧い

7

処方箋
６枚!!

処方の特徴:量の多さ

台車
2～3台分

薬の仕分けに
1週間
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5

引用）川名三知代ら, 小児臨床薬理学会雑誌, 32(1), 21-27 (2019).

散剤調剤の実際
ハイリスク薬や粉砕・脱カプセルを含む多剤併用

A:処方内容（下線がハイリスク薬）総包数:660包
B:注入タイミングごとにまとめる（23時注入分の②③④⑤⑧)
C:1日4回(7時, 15時, 19時, 23時)の各注入分と適宜調整の①⑦(別薬袋とする)

A B

C

9

引用）川名三知代ら, 癌と化学療法, 45(Supplement I), 85-88 (2018).

薬学管理の実例

A B

A:医師の口頭指示も印字
→与薬を他者に委ねることができるようになる

B:薬の作用機序をわかりやすく表現し、説明する
→薬物療法の不安感を和らげる

アクセル ブレーキ

10
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 成育医療に係る協議会等に薬剤師が参画できる仕
組みづくり

 小児入院医療から外来・在宅に至るまで、医師・
病院薬剤師等とかかりつけ薬局・薬剤師が連携し、
切れ目なく適切な薬物療法が提供できる地域体制
の整備

 成育医療を学んだ薬剤師の養成
 小児用製剤開発支援の充実・強化
 保護者の身近な心配（薬や食品、衛生問題など）

を相談できる薬局・薬剤師の有効活用を

基本方針への要望

11

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師その他
の医療関係者(中略)良質かつ適切な成育医療等を提供。

小児医療等における専門的な薬学管理に対応した医療機
関・薬局の連携

小児用薬剤の開発
妊産婦に対する医薬品の適正使用等（医薬品や食品等に関

する相談体制の充実）
乳幼児及び保護者に対する医薬品の適正使用等（医薬品や

食品等に関する相談体制の充実）
健康サポート薬局における医薬品等に係る健康相談等
医薬品の適正使用等に係る普及啓発

「成育医療等の提供に関する施策の
総合的な推進に関する基本的な方針」

(薬剤師・薬局関連部分抜粋)

12
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（出典)厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00004.html

医療的ケア児支援法成立→施行

13

（出典) 令和3年10月22日 中医協資料より

医療的ケア児に対する薬学的ケアの実態調査

14
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（出典) 令和3年10月22日 中医協資料より

医療的ケア児に対する薬学的ケアの具体例

15

「令和３年度成育医療分野における薬物療法等に
係る連携体制構築推進事業」

埼玉県、千葉県、東京都、福井県、愛知県、広島県、愛媛県、⾧崎県、熊本県、沖縄県

作成)国立成育医療研究センター医療連携室
16
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小児特定加算

引用) 厚生労働省:令和４年度調剤報酬改定の概要 （調剤）
17

重症心身障害児

医療的ケア児

超重症児

気管切開・人工呼吸管理
経管栄養・中心静脈栄養

重度の知的障害
かつ

重度の肢体不自由

医療的ケア児→薬物療法を受けている小児難病患者

指定難病

小児慢性特定疾患

小児難病のイメージ:「子どものころから向き合っていく、治療が難しい病気や状態」

＜状態＞ ＜病気＞

18
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どの医師が処方しても
薬剤師は調剤をし、薬学的管理を行います

小児診療科 成人診療科専門医療

在宅移行
訪問診療訪問診療

成人期移行
在宅医療

⇒薬局:薬物療法の一元管理

移行期支援

19

令和4年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】」
における都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会

② 妊産婦等の適切な服薬管理・女性の健康支援

３．モデル事業３テーマ分野について、現状・課題等
（事業計画のポイント）

20
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 プレコンセプションケアとは

 合併症妊娠

 医療用医薬品の添付文書等の記載要領の見直し

内容

21

プレコンセプションケア

プレコンセプション

プレコンセプションケア
将来の妊娠を考えながら女性やカップルが
自分たちの生活や健康に向き合う 22
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低出生体重児

医療的ケアが必要
となる場合も多い。

出生体重 名称
4000g以上 高出生体重児
2500g以上4000g未満 正出生体重児
2500g未満 低出生体重児
1500g未満 極低出生体重児
1000g未満 超低出生体重児

薬局で啓発も
できますね!

合併症妊娠

必ずしも薬学的介入ではなく、
妊娠・出産が不可能ではないことを理解し、
妊娠前から専門的な相談体制に導く。

発症年齢:30～50歳
性別:８割が女性
第一子の出産年齢の平均:30.7歳

例:関節リウマチ

メトトレキサート
妊婦禁忌

セルトリズマブ ペゴル
有益性投与

参考）村島温子監修, 合併症妊娠の薬物治療, 調剤と情報, Vol. 25 No.7 5月臨時増刊号 (2019). 24
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医療用医薬品の添付文書等の記載要領の見直し

薬剤師の臨床判断の幅も拡がります
25

医療用医薬品の添付文書等の記載要領の見直し

的確な臨床判断のために知識も深める
必要があります 26
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啓発資材がダウンロードできます

27

事業計画案の一例

北海道 北海道大学病院
青森 弘前大学医学部附属病院
岩手 内丸メディカルセンター
秋田 秋田赤十字病院
山形 山形大学医学部附属病院
宮城 東北大学病院
福島 福島県立医科大学附属病院
東京 国立成育医療研究センター

虎の門病院
群馬 前橋赤十字病院
茨城 筑波大学附属病院
栃木 済生会宇都宮病院

自治医科大学附属病院
千葉 千葉大学医学部附属病院
埼玉 埼玉医科大学病院

自治医科大学附属さいたま医療センター
神奈川 横浜市立大学附属病院
山梨 山梨県立中央病院
⾧野 信州大学医学部附属病院
新潟 新潟大学医歯学総合病院
富山 富山大学附属病院
石川 金沢医療センター
福井 福井大学医学部附属病院
静岡 浜松医科大学附属病院
愛知 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

名古屋市立大学病院
岐阜 ⾧良医療センター

岐阜大学医学部附属病院

三重 三重大学医学部附属病院
滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院
京都 京都府立医科大学附属病院
大阪 大阪母子医療センター

大阪大学医学部附属病院
大阪医科薬科大学病院

兵庫 神戸大学医学部附属病院
奈良 奈良県立医科大学附属病院
和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター
鳥取 鳥取大学医学部附属病院
岡山 岡山医療センター

岡山大学病院
島根 島根大学医学部附属病院
広島 広島大学病院
山口 山口大学医学部附属病院
香川 四国こどもとおとなの医療センター
徳島 徳島大学病院
愛媛 愛媛大学医学部附属病院
高知 高知大学医学部附属病院
福岡 九州大学病院
佐賀 佐賀大学医学部附属病院
大分 大分大学医学部附属病院
熊本 熊本赤十字病院
⾧崎 ⾧崎大学病院
宮崎 宮崎大学医学部附属病院
鹿児島 鹿児島市立病院

鹿児島大学病院
沖縄 沖縄県立中部病院

薬薬連携、ポスター掲示、対応手引き作成等

妊娠と薬情報センター拠点病院一覧 ≪2022年≫

(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000947436.pdf)
28
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＜日本小児臨床薬理学会と日本薬剤師研修センター＞
小児薬物療法認定薬剤師 863名

病院・診療所:575名 薬局:279名 その他:9名

＜日本病院薬剤師会＞
妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師 174名
妊婦授乳婦専門薬剤師 13名

＜愛知県薬剤師会＞
妊娠・授乳サポート薬剤師 333名

＜大分県薬剤師会＞
大分県薬剤師会小児薬物療法認定薬剤師

成育医療に関わる認定薬剤師・専門薬剤師

薬剤師のかかりつけ機能強化 29



令和4年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】」
における都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

３．モデル事業３テーマ分野について、現状・課題等
（事業計画のポイント）

新たなテーマ・これまでの継続中の事業・加えて…
地域の情報発信拠点として、薬剤師がいない診療所の
かかりつけ医との連携を進める内容もご検討下さい。

1



研修内容の質向上
自己研鑽の機会増加
好事例の収集・発信

【今までの成果】

研修シラバスを活用した
・次世代薬剤師指導者研修会
・かかりつけ薬剤師強化事業

例：次世代研修が参考になった/活用できたと回答した都道府県薬剤師会回答割合は78.8%
生涯教育の方針立案に活用

講師バンクを作り地域薬剤師会でも気軽に講師選定や依頼できるよう整備、等

【現状の課題】

連携体制が構築できない
連携が進みづらい
連携実績が増えない
病院薬剤師との連携に限界

横展開が難しい
地域特性（人的・地理的・社会的背景）
必要な研鑽は積んでも活用しづらい
病院内（外）他部門が関与

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

2



【新たな視点】

情報収集＊

研鑽・研修
連携ツール
対象患者
対象地域
連携職種
評価指標

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

アイデアを具体化・課題への対応
スキルアップ
ツールは必要か/有効か
場合によっては絞り込みを
場合によっては絞り込みを
場合によっては多職種を
患者に対する介入効果

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

＊ （参考） 近日配信予定の薬薬連携資料集
薬局のかかりつけ機能強化事業報告書
薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
日本病院薬剤師会 地域医療連携実例集

3



【取り組み例】

①薬剤師の訪問業務が必要な入院患者を薬薬連携で在宅へ移行する事業

②骨粗鬆症の二次骨折を防ぐために介護老人保健施設入居予定者に対する薬

薬連携の有用性を検討する事業

③外来化学療法患者に対する服薬フォローアップによる家族負担の解消を検

討する事業

④在宅緩和ケアが必要な患者を薬薬連携により速やかに在宅移行する事業

⑤転倒が入院の原因である患者に対する薬薬連携ポリファーマシー対策事業

⑥心不全の再入院を防ぐための多職種連携事業

⑦かかりつけ薬剤師からかかりつけ医に対する薬剤レビュー提供を活用した

ポリファーマシー対策事業

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

4



【視点・注意点①】

（対象者）
・状態…○種以上の多剤服用者、吸入療法を行っている者、在宅介入して
いた入院患者、退院予定者のうち在宅訪問開始予定者、入院予定者のう
ち○○が原因の者、麻薬やTPN施行患者、等
・疾患…がん（外来化学療法）、糖尿病、心不全、精神疾患、認知症、骨粗鬆
症、等

（連携ツール）
お薬手帳、○○シール、〇〇認定証、トレーシングレポート、薬剤管理サマ
リー、退院時サマリー、○○フォローアップシート、オンラインカンファレン
ス、〇〇薬局リスト、等

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

5



【視点・注意点②】

（評価指標）
[研修の成果]
薬局・病院数、薬剤師数、看護師・MSW数、等
[薬物療法上の成果]
検査値、アドヒアランス、再入院率、残薬解消率、処方提案回数、患者理解
度、〇〇確認数、等
[地域連携体制の評価]
カンファレンス数、〇〇患者の薬局紹介数、○○に関する電話相談回数、
サービス担当者会議参加数、○○に関するかかりつけ医に対する情報提
供回数、等
[算定する加算等の回数]
特定薬剤管理指導加算2/3、服薬情報提供料、退院時共同指導料、服薬
調整支援料1/2、等

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

6



【取り組み例】

①薬剤師の訪問業務が必要な入院患者を薬薬連携で在宅へ移行する事業

②骨粗鬆症の二次骨折を防ぐために介護老人保健施設入居予定者に対する薬

薬連携の有用性を検討する事業

③外来化学療法患者に対する服薬フォローアップによる家族負担の解消を検

討する事業

④在宅緩和ケアが必要な患者を薬薬連携により速やかに在宅移行する事業

⑤転倒が入院の原因である患者に対する薬薬連携ポリファーマシー対策事業

⑥心不全の再入院を防ぐための多職種連携事業

⑦かかりつけ薬剤師からかかりつけ医に対する薬剤レビュー提供を活用した

ポリファーマシー対策事業

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）

7



外来・在宅患者関係なく情報共有できる
連携作りが患者にとって必要

MSW

CM、Ns

介護・福祉多職種

薬局Ph
病院Ph

外来・在宅患者

入院
退院

薬局が地域資源のワンピースであり
その患者のかかりつけ薬局である

この事実を改めて地域の多職種（特にケアマネやMSWなど）に知っ
てもらう必要がある
その際に、病院薬剤師を窓口にするのか、多職種を窓口にして病院
薬剤師を巻き込んでもらうのかも検討した上で、薬薬連携の必要性
や重要性を検討するのも一つである

・啓発のための資材作り → 病院内用と多職種向け
・連携作り研修会 → 実際にその地域で使用する連携ツールの作成

連携のためのプロトコル作成
ネットワーク図の作成

病
院
薬
剤
師
と

連
携
し
て
企
画

・入退院の報告数
・退院時カンファレンスの出席数
・入院時の情報提供数や内容
・患者の状態を示す項目の改善割合

・病院薬剤師との派生的事業の有無
・継続的なMTGなどの実施の有無
・病院薬剤師との情報交換回数や内
容
・多職種からの介入/相談依頼数

評
価
指
標
・

成
果
物
の

例

各都道府県での取り組みの
方向性（例①）

8



外来・在宅患者関係なく情報共有できる
連携作りが患者にとって必要

病院

薬局Ph

患者

通院

薬局が地域資源のワンピースであり
その患者のかかりつけ薬局である

A病院（精神神経科）：パーキンソン病薬など6種類
B病院（精神科）：統合失調症薬など6種
かかりつけ医（内科）：高血圧薬など2種
➡全14種類の薬剤を一覧とし薬剤レビューをかかりつけ医に提供

各専門医が処方する薬剤すべてをまとめて、
代謝や排泄機能への影響、薬剤増減量の必要性、相互作用のリスク
などを提供

病
院
薬
剤
師
と

連
携
し
て
企
画

・報告書提出数
・薬剤調整支援料算定数
・リスク回避率
・かかりつけ医/患者からの評価

市区町村/保健所の協議会等へアプローチ
郡市医師会、障害福祉課・社会福祉課（難病対策・精神
疾患・生活保護）、長寿福祉課（一人暮らし・多剤服用）、
保険年金課（データヘルス、ハイリスク者対策）

評
価
指
標
・

成
果
物
の

例

各都道府県での取り組みの
方向性（例②）

病院

かかりつけ医

処方箋

情報提供

調
整
先

連
携
先
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【最後に】

地域の特性によって、求めらるかかりつけ薬剤師機能には多様性があります。

地域の実情に合わせた連携体制を構築し、
モデル事業を活用して、患者に対する介入効果を出し、

かかりつけ薬剤師機能を国民・多職種に活用してもらいましょう。

連携体制を構築し介入効果が出るのに時間がかかるかもしれません。
本モデル事業をご活用下さい。

好事例の発信・収集にご理解ご協力くださいますようお願いします。

③薬物療法に関わる医療機関、薬局等の連携（医薬連携・薬薬連携）
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